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   序章 三郷市の概要 

 

１ 位置及び地勢 

  三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、東部に江戸川、西部に中川、中央には大場川・第二大場川、

南部に小合溜井がある水に囲まれた土地で南北に細長い地形である。都心から最近地点１５キロメー

トル、最遠地点で２４キロメートルにあり、東西は５.６キロメートル、南北は９.５キロメートルあ

る。市内には、ＪＲ武蔵野線・つくばエクスプレスの鉄道と常磐自動車道・首都高速６号線・東京外

環自動車道の高速道路網が整備されており、今後の発展が望まれているところである。 

 

面 積 
最  長  距  離 

東 西 南 北 

30.22ｋ㎡ 5.6km 9.5km 

 

 

２ 地形及び地質 

 地域の地形は低平にて殆ど高低なく、北より南に向かってわずかに低くなっている。 

 地質は関東平野の江戸川及び中川（古利根川）に沿った沖積平野に属し、江戸川対岸の東部は下総

台地であるが、当地方の沖積層は、台地を河川が浸食し、奥東京湾を運搬堆積物で埋めながら形成さ

れたもので、上層部は一般に軟弱地盤、深度３０～５０メートル位まで沖積層が続いている。 

 

 

       

 

 

３ 人口及び世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 床 低 床 

3.032（岩野木１１９） 1.336（谷中５２） 

 世 帯 人 口 

令 和 ２ 年 ４月 １日 65,195 142,591 

令 和 ３ 年 ４月 １日 66,168 142,663 

令 和 ４ 年 ４月 １日 66,752 142,758 

令 和 ５ 年 ４月 １日 67,220 142,177 

令 和 ６ 年 ４月 １日 68,036 141,935 

単位 海抜（ｍ） 



- 2 - 

４ 三郷市環境基本計画の概要 
三郷市環境基本計画とは、「三郷市環境基本条例」に基づく計画であり、本市が行うべき環境に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するための長期的な目標及び総合的な施策を体系的に示したもの

である。三郷市では、昭和５０年６月に「三郷市公害防止条例」が制定され、この条例の趣旨を受け

継ぎながら、平成１３年６月には「三郷市環境基本条例」が制定された。また、「三郷市環境基本条

例」に基づき、平成１８年３月に「三郷市環境基本計画」を策定し、その後、当該計画の見直しを行

い、平成 25 年 3 月に「三郷市環境基本計画後期計画」（以下、「後期計画」という。）を策定した。

令和３年３月には、後期計画の計画期間終了に伴い、「第２次三郷市環境基本計画」（以下、「２次計

画」という。）を策定した。２次計画は、環境行政や社会情勢の変化に適応した内容となっており、

「三郷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及び「三郷市地域気候変動適応計画」を内包する

内容となっている。 

 

（1）望ましい環境像  

三郷市の貴重な環境資源である「豊かな水と緑」は、心に潤いをもたらしてくれるかけがえのない

ものである。これらの水と緑は、三郷市の環境、地球の環境がどのような状態にあるのか、どう守っ

ていけばよいかなどの課題を明確にしてくれる。 

また、市民一人ひとりが、環境を基調としたライフスタイルへと転換しつつ、環境の保全と創造に

取り組んでいく必要がある。 

三郷市は、水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくりを進め、人にも企業にも選ばれる魅力的

なまちの実現をめざす。 

 

（２）市民・事業者・市の役割 

 三郷市が有する豊かな水と緑を守り、育て、未来の市民へ継承するため、市民・事業者・市の三者

が協働しながら、それぞれの責任と役割分担のもとで、各種取り組みの実施を図るものである。 

①  市民の役割 

    市民は、市や地球規模の環境の保全と創造を担う大きな役割を持つことを理解し、ごみの減量

やリサイクル、省エネルギーなど日常生活における環境保全行動を実践し、環境に負荷を与えな

い生活様式へと転換していくこと。 

    また、将来の環境像の達成に向けて、市や事業者と協働して、環境の保全と創造に努めるとと

もに、地域の取り組みや市の施策へ積極的に参加・協力すること。 

②  事業者の役割 

    事業者は、事業の構想、計画、実施、製造、流通、販売、通信、消費、廃棄等に至るあらゆる

段階において、公害の防止、環境の保全や安全性を確保し、環境にやさしい商品の開発や環境保

全技術の向上に努めること。 

    また、将来の環境像の達成に向けて、市や市民と協働して環境の保全と創造に努めるとともに、

地域活動や市の施策へ積極的に参加・協力すること。 

③  市の役割 

    市は、「三郷市環境基本条例」及び「三郷市環境基本計画」に基づき、国や県、市民・事業者と

の協働によって、環境保全に向けての各施策を推進すること。なお、環境保全に関する指導や規

制の強化を図るため、必要に応じて条例の制定について検討すること。 
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また、市民や事業者に対し、環境保全に関する情報提供、地域の環境保全活動の開催・運営を

行い、市民や事業者が環境保全活動に参加できる体制を整備すること。 

     さらに、市自らが一つの事業者であることを認識し、市が実施する事務及び事象において率 

先した環境保全活動の取り組みを推進すること。 

 

５ 環境行政の体制 環境行政機構図（令和６年４月１日現在） 

   

                                                

                            

 

                

 

                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策室 

(1) 環境保全・創造、美化の企画及び調整に関すること。 

(2) 環境基本計画に関すること。 

(3) 環境審議会に関すること。 

(4) 地球環境保全の普及・啓発に関すること。 

(5) 生活排水処理計画に関すること。 

(6) 廃棄物処理計画に関すること。 

(7) 廃棄物処理施設の整備に関すること。 

(8) リサイクルの推進に関すること。 

(9) 東埼玉資源環境組合との連絡調整に関すること。 

(10) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。 

(11) 環境保全にかかる水資源施策に関すること。 

(12) 放射線対策に関すること。 

(13) 課の庶務に関すること。 

市民生活部 

環境政策室（4 名） 

クリーンライフ課（１６名） 

清掃美化係 

環境保全係 
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環境保全係 

(1) 環境保全に係る公害の防止及び対策に関すること。 

(2) 専用水道、簡易専用水道及び自家用専用水道に係る工事設計の 

確認等に関すること。 

(3) あき地の環境保全(廃棄物に関するものを除く。)に関すること。 

(4) 衛生害虫等の駆除に関すること。 

(5) 動物の愛護及び管理に関すること。 

(6) 鳥獣の保護及び管理に関すること。 

(7) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 

(8) 土砂のたい積の規制に関すること。 

(9) ラブホテルの建築規制に関すること。 

(10) 墓地等の経営等の許可に関すること。 

(11 )放射線の測定に関すること。 

(12) 化製場等に関すること。 

(13) 特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関すること。 

(14) ペット霊園の設置の許可等に関すること。 

清掃美化係 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

(2) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。 

(3) 不燃物処理場及び最終処分場の維持管理に関すること。 

(4) 不法投棄対策に関すること。 

(5) 廃棄物についての苦情及び相談に関すること。 

(6) ごみ集積所設置に関すること。 

(7) 集団資源回収に関すること。 

(8) し尿汲取に関すること。 

(9) 浄化槽に関すること。 

(10) 犬猫等の動物死体処理に関すること。 

(11) 野外焼却対策に関すること。 

環境保全係（5 名） 

清掃美化係（6 名） 

クリーンライフ課 

環境政策室 
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第１章　環境に関する主な取り組み
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第１章 環境に関する主な取り組み 

 

１ 第４４回 江戸川クリーン大作戦 

令和５年 5 月 2６日（日） 午前９時から１０時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ回収量 
可 燃 物 ０．０７t 

計 ０．１ｔ 
不 燃 物 ０．０３t 

粗大ごみの

主な種類 
ホットカーペット×１ 

参 加 人 数 
大  人 １４１名 

計 ２０７名 
子  供 ６６名 

 

 

 

  

  

  

 

 

イベントの様子（R６写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本活動は、河川美化運動の一環として江戸川沿川の住民、各種団体、市が協働して河川敷の

ごみを一斉清掃することにより、河川を常に美しく保ち正しく安全に利用しようというもので

ある。 

【参加団体】 

NPO 法人ふくじゅ草、ヤマモトジオザーブ、親睦会リーグ、ボーイスカウト三郷第４団、 

早稲田中学校、アキラ㈱東京支社、イトーヨーカドー三郷店、㈱篠田電機、倉持電気㈱、 

㈱日立製作所、イケアジャパン㈱IKEA 新三郷店、前田道路㈱北東京合材工場、三郷市ソ 

フトボール協会、㈱埼玉りそな銀行三郷支店、一般財団法人サンケイスポーツセンター、 

ボーイスカウト三郷第１団、東京都水道局三郷浄水場、㈱善電工、金杉建設㈱、東町上Ｇ.

ゴルフ同好会 
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２ 第 1９回 第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦 

開催日時 令和６年 11 月２日（土） 午前９時～１０時 ※雨天により中止 

（以下 令和 5 年度参考） 

 

 

 

 

 

    

  

 実施箇所 

  北のエリア    第二彦糸橋から常磐自動車道側道まで （約２，４００メートル） 

  中央のエリア   常磐自動車道側道から第二大場川橋まで（約２，７００メートル） 

  南のエリア    上沼橋から寄巻橋まで            （約２，２００メートル） 

 

集合場所 

  北のエリア    埼玉県立三郷工業技術高等学校（ピロティ）、三郷市立北中学校（駐車場）  

  中央のエリア   三郷市役所東側駐車場（第二大場川沿い）、におどり公園入口  

  南のエリア    三郷市立栄中学校（体育倉庫前）、三郷市立前川中学校（駐車場）  

 

 各実施箇所の参加人数及びごみ回収量（令和 5 年度参考） 

 

 

 

３ 環境フェスタみさと２０２４ 

各団体、事業者と協働で「環境フェスタみさと２０２４」を実施 

日 時 令和６年１０月５日（土）10：00～15：00 

会 場 市役所南側駐車場（市民広場）、勤労者体育館 

参加者 2,000 名 

主 催 三郷市／環境行動推進事業実行委員会  

※実行委員会団体 計 ７団体 （順不同） 

みさと環境ネットワーク、三郷市くらしの会、三郷市環境保全協力会、そよかぜ 

グループ、江戸川を守る会三郷支部、三郷市農業委員会、三郷市愛犬クラブ 

 参加人数 ごみ回収量 主な大型ごみ 

北の実施箇所 １３０名 

１，０２４㎏ 特になし 
中央の実施箇所 １７５名 

南の実施箇所 １６７名 

合 計 ４７２名 

北の実施区域 中央の実施区域 南の実施区域 



- 7 - 

   内 容 

● 各種体験型環境学習コーナー 

● 資源回収量（廃食用油 45L、スチール缶 10 ㎏、小型家電 210 ㎏、ざつ紙 

320 ㎏、古着 180 ㎏、古本 334 冊、フードバンク 2.4 ㎏） 

● 各種団体の環境保全活動のパネル展示や環境製品の展示 

● グルメブース 

● 環境ポスターコンクール表彰式及び作品の展示 

   

      環境ポスターコンクール表彰式             会場の様子 

 

４ 夏休み親子環境教室 

 本事業は、親子で楽しみながら環境保全の大切さを学ぶことを目的に毎年実施してお

り、令和６年８月７日（水）に、「がすてなーに ガスの科学館」・「東京都廃棄物埋立処

分場(中央防波堤外側埋立処分場)」にて環境学習を行った。（参加者３３名） 

「がすてなーに ガスの科学館」では、団体用のガイドを利用して、ガスが私たちのと

ころに届けられるまでをわかりやすく説明していただき、併せて体験型展示など遊びな

がらガスの仕組みや省エネルギー、SDGs について学んだ。 

「中央防波堤外側埋立処分場」では、ごみの収集から最終処分までの過程について動

画を交えながら説明を受け、その後バスで中央防波堤埋立処分場内に入場し、車窓から

粗大ごみと不燃ごみの処理施設を見学を行った。普段入ることができない施設であった

ため、参加者からは大変好評だった。 

 

    
がすてなーに ガスの科学館見学時                 東京都中央防波堤 

埋立処分場見学時 
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５ 環境学習出前講座 

  本事業は、「川の再生」「ごみの資源化・3R」について、環境教育・環境学習を積極

的に進めることによって、環境問題への理解を深め、環境にやさしい行動ができる人づ

くりを目的に行っている。令和６年度は、市内小学校２か所の小学校で実施した。 

（参加者 127 名） 

     
川の再生 水質調査     川の再生 講座         ３R 講座 

 

 

６ 三郷市地球温暖化対策実行計画の推進 

地球温暖化問題は、人類の生存基盤にかかわるもっとも重要な問題である。地球温暖

化の進行に伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広範で深刻な影響が生じる恐れが

ある。 

市では、平成１７年２月に京都議定書が発効されたことを受けて、平成１９年３月に

「三郷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、令和３年３月には４次計

画に改定した。本計画は、市が一事業者として自らの事務・事業により排出する温室効

果ガス排出量の削減に向けて、さまざまな取組みを実施していくものである。 

温室効果ガスとは、太陽の光により暖められた地表からの赤外線を吸収する性質を持

つ気体のことで、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などがある。 

 

■ 計画の概要  

目的 
事務・事業の実施に伴い排出する温室効果ガスを削減することにより、

地球温暖化対策の推進を図る。 

計画期間 令和３年度から令和１２年度までの１０年間 

計画の対象範囲 市が実施するすべての事務・事業とその施設 

対象となる 

温室効果ガス 
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン 

削減目標 
温室効果ガス年間排出量を、令和１２年度までに平成２５年度を基準と

して５１％※削減する。（※令和３年度に目標変更） 
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基本方針 

○法律に基づき、地球温暖化対策を推進する。 

  地球温暖化対策推進法、省エネルギー法を順守し、グリーン購入法 

  への対応にも率先して努める。 

 ○職員一人ひとりの着実な環境配慮行動を促す。 

  職員一人ひとりの環境に対する意識を啓発し、日々の事務・事業に 

  おける具体的な環境配慮行動の定着を目指す。 

 ○他事業者の模範となるグリーンオフィスを目指す。 

  本計画を着実に実行し、取組みの成果を公表することで、市内の事 

  業所などに対して模範を示し、地域における地球温暖化対策の普及 

  を促す。 

※ 第４次三郷市地球温暖化対策実行計画は、市ホームページのクリーンライフ課に掲載 

 

 

温室効果ガスの活動別排出量  

 

 

ガス 

 

項目 

年間温室効果ガス排出量（ｔ- CO2） 

平成２５年度 

（2013 年度） 

R4 年度 

（2022 年度） 

R5 年度 

（2023 年度） 

R６年度 

（202４年度） 

 

 

 

CO2 

 

燃

料

の

使

用 

ガソリン 202 211 200 317 

灯油 753 690 672 533 

軽油 62 57 61 53 

Ａ重油 793 755 784 701 

LPG 119 61 153 174 

都市ガス 232 795 897 898 

CNG 5 - - - 

電気 7,511 7,047 6,140  6,723 

CH4 燃料の使用 5 2 2 6 

自動車の走行 0 1 1 1 

排水処理 70 7 7 7 

N2O 燃料の使用 1 0 1 1 

自動車の走行 5 19 20 18 

排水処理 32 3 3 3 

HFC カーエアコン 2 2 2 - 

合計 9,792 9,650 8,943 9,435 

※ 項目ごとに小数点以下を丸めた値を掲載しているため、積算後に小数点以下を丸めている合計値と値が

合わないことがあります。 
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７ みさと緑のカーテン事業  

  みさと緑のカーテン事業は、身近な地球温暖化対策・省エネ対策として、市内の公共

施設をはじめ個人・町会・事業所への普及・啓発を目的に実施している。 

  令和６年度は、ゴーヤ苗約 1,300 本を有料配布し、約 1,500 本を無料配布した。

また、普及・啓発、育成支援のため、コンテストの実施やガイドブックを無料で配布し

た。 

 

 緑のカーテンとは？ 

  緑のカーテンの効果としては、日よけとして優れているだけでなく植物の蒸散作用に

よって適度な湿度を発するため、実際の気温よりも心地よく感じることができ、それに

より冷房などの電気使用量を抑制することができるものである。 

  また、実の収穫も楽しむことができ、個人でも身近な緑化で楽しく地球温暖化対策に

取り組むことができる優れた環境事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーモカメラ（表面温度の違いを色で表すカメラ）で市役所の緑のカーテンを撮影。 

 表面温度は最大で約１３度も温度差があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガイドブックでは図解で緑のカーテンづくりを解説している。 

 



年度別・補助申請台数及び補助金額
区分/年度 R2 R3 R4 R5 R6 単位
①太陽光 新築 10 10 12 9 10 セット
　　　　 既築 33 25 42 37 31 セット
②ｴﾈﾌｧｰﾑ 28 13 12 8 7 台
③ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 2 4 5 台
　ｴｺﾌｨｰﾙ 台
　ｴｺｷｭｰﾄ 23 15 26 台
　LED照明 8 16 15 戸
④蓄電ｼｽﾃﾑ 8 48 64 82 59 台
⑤EV 14 7 台
　PHEV 12 8 台
⑥V2H 3 3 台
補助金額 5,539 5,278 7,381 9,647 7,388 千円

　

年度別・発電状況（単位：KWh）
区分/年度 R2 R3 R4 R5 R6
 太陽光発電システム 2,488 2,462 2,482 2,692 2,666
 風力発電システム 46 73 61 103 75

写真：三郷市役所本庁舎太陽光・風力発電システム

８　家庭用ゼロカーボン促進補助事業

９　庁舎太陽光・風力発電システム設置事業

- 11 -

１０　電気自動車急速充電スタンド設置事業

　平成２３年度から、地球温暖化対策のひとつとして、住宅への省エネ設備導入を

促進するため補助金を交付しており、令和６年度は、①太陽光発電システム（新

築：補助上限５万円、既築：補助上限１０万円）②エネファーム：補助上限４万円

③蓄電システム：補助上限５万円 ④EV、PHEV：補助上限5万円 ⑤V2H：補助上

限5万円の補助を行っている。

※補助対象の申請
が複数の場合もあ
るため、①～⑥の
申請件数の合計
は、全体の申請件
数とは異なる場合
があります。

　平成２３年度に、埼玉県地域グリーンニューディール基金を活用し、太陽光・風
力発電システムを市役所に設置することで、クリーンエネルギーの普及啓発を行っ
ている。

　平成24年度から地球温暖化対策の一環として電気自動車を
普及推進することを目的として、電気自動車急速充電スタンド
（50kw）を設置。

　※令和6年について、不具合による点検をおこなったため稼働期間が例年より短くなり、発電量が減。
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１１ その他 

⑴  三郷市環境保全協力会 

本会は、環境問題等を円滑に処理して市の環境保全行政に積極的に協力し、もって

住みよい街づくりに寄与することを目的としており、市内の６５の工場・事業所が加

盟している。令和６年度は、5 月 1５日に市事業「みさと緑のカーテン事業」に際し、

市内小中学校へ約 800 本のゴーヤ苗を贈呈した。また、年間を通じて役員会を開催

し、環境保全に資する協議等を行った。2 月 14 日には、「がすてなーに ガスの科学

館」及び「東京都廃棄物埋立処分場(中央防波堤外側埋立処分場)」へ視察研修会を実

施した。啓発事業として環境保全の推進及び本会 PR を目的とし、牛乳パックをリサ

イクルして作られた「牛乳パックメモ」を購入し配布を行った。 

  
ゴーヤ苗贈呈           ゴーヤ苗定植式 

    

   役員会実施状況          視察研修会        牛乳パックメモ 

 

 

⑵  三郷の川をきれいにする会 

   本会は、三郷市内のすべての川や水路に一年を通して水が流れ込み、川に棲む魚や

生きものの姿が見えるような豊かな清流を取り戻し、河川周辺の花や樹木、昆虫を含

めた生態系と自然環境の維持のため、川の守り人として活動を行っている。 

  【主な活動内容】 

   ○定期的な第二大場川清掃 

   ○市事業への協力  

発会：平成 22 年 7 月 

  代表：鵜飼 慶和 会員数：１９名 
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【河川浄化活動指導者講習会】 

○日時 令和７年２月２２日（土） 

 

○内容 第一部 日常生活と水環境 －私たちに何ができるか－ 

埼玉県環境科学国際センター水環境担当 担当部長 木持 謙氏 

第二部 河川の水質浄化について 

三郷の川をきれいにする会 代表 鵜飼 慶和 様 

○参加者 １２名  

 

  

(3) 江戸川を守る会三郷支部 

江戸川を守る会は、「江戸川の清流を取り戻そう」と創始者である市川学園の故古賀米吉

氏が、近隣住民や江戸川沿岸の６市町に呼びかけ、昭和３９年に結成された。 

 以来、本会の趣旨に賛同した流域自治体が順次加入し、現在は９市１区３町の１３自治

体に支部を置き、流域住民並びに関係機関と連携して、郷土の河川愛護の啓発を図ってい

る。 

【主な活動】 

 ○定期的な江戸川の監視及び巡回 

 ○市事業への協力 
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